
意見書 

  

  本意見書は、「平成 14 年度年間事業評価に係る外部有識者委員会（構成委員は別

紙の通り）」の第 2 回会合（平成 15 年 9 月 17 日開催）での議論を踏まえ、評価結

果の妥当性及び評価制度の今後の運用改善に向けた意見を取り纏めたものである。

今回の議論の前提となる第 1回会合（平成 15 年 6 月 13 日開催）での評価手法他に

関する指摘事項は別添の通り。 

 

1. 評価書の妥当性について 

（１） 評価手法の適用は適切になされている。ただし、以下を検討するべき。 

・ 評価の総合化及び段階評価に至る過程の明示、計画に含まれる「目標/取

り組み例」の量的・質的評価の整合的な説明。 

・ 評価の観点として、国益や民間企業・金融機関からの視点にさらに配慮。

後者についてはアンケート結果の活用。 

・ 各事業分野を取り巻く環境の記述を工夫して、「課題」と実際の業務との

差を明らかにすること。 

（２） 今後の取り組み、改善策等の記述については、以下を検討するべき。 

・ 特定の取り組み、改善策等を提示する理由の明示。 

（３） 構成、表現振り等形式面の改善点については、以下を検討するべき。 

・ 簡潔な標題の設定や分かり易い記述。 

・ 記号等を使用した評価結果の平易な開示。 

 

2. 制度運用の改善点について 

（１） 業務の現場による自己評価、対応策の提示については、以下を検討するべ

き。 

・ 現場の自己評価に基づく業務改善の促進。その過程で、例えば各事業分

野毎の組織横断的なしくみを試みること。 

（２） 「目標/取り組み例」、「指標」の見直しについては、以下を検討するべき。 

・ 環境及び「課題」の変化を踏まえた「目標/取り組み例」、「指標」の機動

的な見直しと、政策金融機関としての機動性の対外的説明。 

・ 「課題」と「指標」との間のミスマッチがないかどうかの検討。 

・ 追加的な「目標/取り組み例」として評価した事項につき、次年度以降の

計画への取りこみを検討すること。 

（３） その他 

・ 他の政策金融機関等とも評価手法や結果に関する情報を共有し、比較検

討すること。 

・ 試行錯誤しつつ、本制度を着実に進めていくこと。 
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第 1 回委員会議事要旨 

 

1. 評価手法について 

評価手法については、委員会より妥当との判断を得た。ただし、以下の点に留意す

ることが指摘された。 

（１）質的評価の観点のうち効率性については、必要不可欠な観点と認められる

一方、政策金融機関としての業務の特性を踏まえ、どの程度これを用いる

かは運用の中で検討していくべきである。 

（２）段階評価に際し、「取り組みが不十分」等、現場の士気を下げるような表

現は避けるべきで、業務改善に向けた具体的な行動を促すために、今後の

対応策を提示することが望ましい。 

 

2. その他の指摘事項 

（１）政策金融機関のあり方を決定するのは原則として政治やマーケットであ

るが、本評価制度は、独立行政法人との相違点、政策金融機関としての独

自性や自律性を明らかにしていくのに役立つであろう。 

（２）業務戦略（中期計画）は、民間企業等の例から毎年見直すことも考えられ

るが、効果の発現に相応の時間を要する本行業務の特性を踏まえると、3

年程度での見直しを想定する現制度は妥当である。ただし、「課題」への

具体的な取り組みである「目標/取り組み例」、その実施状況を計る「指標」

については、業務を取り巻く環境を反映し、適宜見直すことがあっても良

い。 

 

以 上 

 


